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2. ＰＣＢ廃棄物等の掘り起こし調査

現在、都道府県・市（新潟市、富山市、金沢

市等）では、ＰＣＢ廃棄物を保有する蓋然性の

高い事業者を対象にして未届出のＰＣＢ廃棄物

等の掘り起こし調査を実施しています。ＰＣＢ

特措法の改正により、都道府県・市による掘り

起こし調査に関して、報告徴収や立入検査等の

権限が強化されました。

また、使用中の高濃度ＰＣＢ使用電気工作物

についても、電気事業法の「主任技術者制度の

解釈及び運用」が改正され、電気主任技術者等

が毎年度高濃度ＰＣＢ使用電気工作物であるか

を確認することが義務付けられました。安定器

を含め、高濃度ＰＣＢが使用された電気機器や

製品、廃棄物を保有していないかどうか、再度

事業所内を確認するとともに、再度確認をお願

いします。

平成２８年８月から施行されたポリ塩化ビフェ

ニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置

法（ＰＣＢ特措法）の改正に合わせ、使用中の変

圧器やコンデンサー等の高濃度ＰＣＢ使用製品に

ついても処分期間内に使用を終えて処分するよう

、電気事業法の「電気設備に関する技術基準を定

める省令」等が改正されました。

1.ＰＣＢ廃棄物の処分期間

高濃度・低濃度ＰＣＢ廃棄物の処分期間及び高

濃度ＰＣＢ廃棄物の処分までの流れは下図のよう

になります。
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3. ＰＣＢ廃棄物等の処分等に係る手続き

(1)電気事業法関係

電気事業法の届出様式は経済産業省ホー

ムページをご参照ください。

http://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/ka
nkyokeiei/pcb/downloadfiles/02dennannka.pdf

http://www.env.go.jp/recycle/poly/todokede/inde
x.html

(2)ＰＣＢ特措法関連

ＰＣＢ特措法に基づく記入要領、記載例は

環境省ホームページをご参照ください。

保全だより


